
令和 4 年 10 月 1 日(土) 
 

市川市文化会館 展示室の貸出方法の変更について（全面・半面 A・半面 B） 
 

（公財）市川市文化振興財団 
 

 平素より文化会館をご利用いただき、心より御礼申し上げます。 

現在、展示室は「全面」「半面」で貸出しておりますが、この度のリニューアルに伴い、設備が整った

ことから、半面利用時に貸出をしていなかったもう一方の半面の貸出を開始いたします。 

本年 10 月より「全面」「半面 A」「半面 B」での貸出となりますので、施設のご利用にあたっては、

下記の変更点および注意事項等を十分にご確認くださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。 
 

施設名の変更                               〈地下 1 階 概略図〉 

「全面」→「全面」（従来の全面スペース） 

「半面」→「半面 A」（従来の半面スペース） 

     「半面 B」（新規に貸出を開始するスペース） 
 

半面 B 受付開始日 

令和 4 年 10 月 5 日(水) 

9:00～ 電話およびインターネットにて先着受付 

（令和 4 年 11 月～令和 5 年 10 月分） 

 

※半面 B は、抽選予約は受付いたしません。 

※全面・半面（半面 A）の抽選予約日程は従来通りです。 

  令和 5 年 11 月分エントリー期間：10/5(水)～25(火) 

※施設名変更前の「半面」のご予約は、10/5(水)9:00 以降、 

「半面 A」に変更となります。 

 

貸出に際しての注意事項 

〈「半面」でご利用される方へ〉 

・抽選エントリーの受付は半面 A のみ受付いたします。 

また、半面 A の予約が入っている場合のみ、半面 B の予約を受付いたします。 

・半面 A でご予約いただいた場合、もう一方の半面 B に別の予約が入る可能性があります。 

 作業や会話による音や暗室利用時の照明等、完全には遮断できません。 

また、搬入口および荷解き作業室は共用となります。 

・備品は全面利用時の半数、駐車場の無料台数は 1 台となります。 

ただし、施設の構造上、半面 B は展示パネルおよび控室はご利用いただけません。 

・施設使用料は半面 A・半面 B で同額となります。 

※半面Ａ・Ｂいずれも空きがある場合は、半面 A をご利用ください。 

 

〈「全面」でご利用される方へ〉 

・抽選エントリー、電話・インターネットでの先着予約は従来通りお申込みいただけます。 

・一部備品の保管場所が変更となります。詳しくはご申請および打合せ時にお問合せください。 

 

問合せ先：市川市文化振興財団 総務担当 TEL 047-379-5111 

（開館時間 9：00～21：30／休館日 第 2・4 火曜日） 


